
「水都大阪ビジョンの改定支援業務」 

に係る企画提案公募要項 

 

 本公募は、「令和 7 年 2月定例府議会大阪府一般会計予算」及び「令和 7年２・３月市会大阪市 

 一般会計予算」の成立を前提に事業化される停止条件付の公募です。予算が成立しない場合に 

は、提案を公募したに留まり効力は発生いたしません。 

 

１ 事業の趣旨 

水都大阪コンソーシアム（以下「団体」という。※１）では、2017年に設立し「水と光のまちづくり

推進会議」により示された「水と光のまちづくり推進に関する基本方針」に基づき、「水と光の首都

大阪」の実現に向けた事業を実施し、大阪の都市魅力の向上に寄与する取組みを進めています。 

  現行のビジョンである「水都大阪ビジョン（2020年 11月）」（以下、「現行ビジョン」という。

※２）は、期間が令和７年度末で改定時期を迎えることから、令和６年度から、現行ビジョンの改定

版（計画期間：令和８年度から令和 12年度）の策定に関する議論が本格化しているところです。 

次期の水都大阪ビジョン（改定版）では、現行ビジョン策定時期から「水都大阪の再生」の取り組み

の進展や新型コロナウイルス感染症をはじめとした社会情勢等の環境変化や新たなニーズに対応し、

大阪・関西万博の開催効果を活かした新たな水都大阪の魅力の方向性を示す必要があります。 

 そのため、改定するビジョンに係る戦略の基本方針や課題設定、水都大阪の取り組む方向性につい

て整理・検討を行う支援業務を委託します。 

 

※１ 構成団体＝大阪府、大阪市、大阪商工会議所、関西経済連合会、関西経済同友会、大阪観

光局、大阪シティクルーズ推進協議会。また、コンソーシアムに関する詳細は、以下のホームペー

ジを参照してください。 

   https://www.suito-osaka.jp/index.php 

https://www.suito-osaka.jp/about_suito/company.html 
 

    ※２ 水都大阪ビジョン（2020年11月） 

    https://www.suito-osaka.jp/wp-

content/themes/swell_child/data/business/vision_20201127.pdf 

 

 

 

２ 委託業務内容 

（１）業務名称 

水都大阪ビジョンの改定支援業務（以下、「本件委託業務」という。） 

 

（２）業務内容 

   仕様書を参照すること。 

 

（３）業務委託期間 

      令和７年度（契約日以降）から、令和 7年１２月２６日（金）までの期間 

https://www.suito-osaka.jp/index.php
https://www.suito-osaka.jp/about_suito/company.html
https://www.suito-osaka.jp/wp-content/themes/swell_child/data/business/vision_20201127.pdf
https://www.suito-osaka.jp/wp-content/themes/swell_child/data/business/vision_20201127.pdf


     

（４）委託上限金額 

金３,２００,０００円（消費税及び地方消費税額を含む）未満とします。 

 

（５）その他 

    本件委託業務に係る企画提案（以下「本件企画提案」という。）の募集に応じた者（以下「応募

提案者」という。）のうち、有識者等で構成する事業者選定委員会による審査を経て、最も優れた

企画を提案した者（以下「契約候補者」という。）と契約条件を協議のうえ契約を締結します。 

 

３ 日程 

公募開始 令和７年  ２月２５日（火） 

説明会参加申込書提出期限 令和７年  ２月２８日（金）正午まで《必着》 

説明会(オンラインのみ) 令和７年  ２月２８日（金）15時から（予定）※ 

質問事項の提出締切 令和７年  ３月 ７日（金）17時まで《必着》 

質問事項に対する回答 令和７年  ３月１２日（水）17時まで（予定） 

提案書等の提出期限 郵送の場合：令和７年３月２４日（月）16時まで《必着》 

持参の場合：令和７年３月２４日（月）17時まで《必着》 

プレゼンテーション審査会 令和７年  ３月２８日（金）午後（予定）※ 

契約候補者の決定（結果通知） 令和７年  ４月２日（水）（予定） 

事業開始 令和７年  ４月中旬（予定） 

※開催場所等詳細については、別途通知します。 

 

４ 公募参加資格   

  本件企画提案の応募資格は、次に定める内容を全て満たす者又は複数の者による共同企業体（以下

「共同企業体」という。）とします。ただし、共同企業体が応募する場合は、共同企業体を構成する者

（以下「構成員」という。）のうち、代表となる者（以下「代表構成員」という。）を定めたうえ、構

成員全てが次の(1)から(7)に定める内容を全て満たすこと。 

(1) 次のアからクまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 成年被後見人 

イ 民法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 149 号）附則第３条第３項の規定によりなお従

前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治 29年法律第 89号）第 11条に規定する

準禁治産者 

ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの 

エ 民法第 17 条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であっ

て、契約締結のために必要な同意を得ていないもの 

オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの 

カ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１項各

号に掲げる者 

ク 地方自治法施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者（同項各号の

いずれかに該当すると認められることにより、大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の



措置を受け、その措置期間を経過した者を除く。）又はその者を代理人、支配人その他の使用人若

しくは入札代理人として使用する者 

(2) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第１項又は第２項の規定による再生手続開始の

申立てをしている者又は申立てをなされている者（同法第 33 条第１項の再生手続開始の決定を受

け、かつ、大阪府入札参加資格審査要綱に基づく物品・委託役務関係競争入札参加資格の再認定が

なされた者を除く。）、会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条第１項又は第２項の規定によ

る更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者（同法第 41 条第１項の更生手

続開始の決定を受け、かつ、同要綱に基づく物品・委託役務関係競争入札参加資格の再認定がなさ

れた者を除く。）、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全である

と認められる者でないこと。 

(3) 府の区域内に事業所を有する者にあっては、府税、市（町村）税に係る徴収金を完納しているこ

と。 

(4) 府の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の都道府県における最近１事業年

度の都道府県税、市（町村）税に係る徴収金を完納していること。 

(5) 最近１事業年度の消費税及び地方消費税を完納していること。 

(6) この公示の日から契約締結日までの期間において、大阪府暴力団排除措置要項第 11 条関係に該

当しない者であること。 

(7) 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げ

る措置要件に該当する者でないこと。 

(8) 大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者（(1)

キに掲げる者を除く。）又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者（(1)キに掲げる者を除

く。）でないこと。 

(9) 府を当事者の一方とする契約（府以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付

又は物件の納入に対し府が対価の支払をすべきものに限る。以下同じ。）に関し、入札談合等（入札

談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法

律（平成 14年法律第 101号）第２条第４項に規定する入札談合等をいう。以下同じ。）を行ったこ

とにより損害賠償の請求を受けている者でないこと。 

 

５ 失格事項 

応募提案者が次のいずれか１つに該当する場合は失格とします。応募提案者が契約候補者に決定し

た後契約締結までの間に、次のいずれか１つに該当した場合も同様に失格とし、次点の者を採用しま

す。 

次のいずれかに該当した場合は、提案審査の対象から除外するとともに、別途、入札に準じて入札

参加停止等の措置を講じることとします。 

  ア 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること。 

  イ 他の応募提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。 

  ウ 事業者選定終了までの間に、他の応募提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示すること。 

  エ 応募提案書類に虚偽の記載を行うこと。 

 オ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

 

 



６ 説明会の実施 

本件募集にかかる説明会を下記のとおり開催します。説明会に出席しなくても本事業に応募する

ことはできますが、応募を検討している場合はできる限り参加してください。 

（１）説明会の開催日時について 

  ア とき 

   令和７年２月２８日（金）15時から。説明会参加申し込み者に、詳細について別途通知します。 

  イ 開催方法 

オンライン会議システム Microsoft Teamsにより開催（別途視聴 URL連絡） 

ウ その他 

  当日は、募集要項等をダウンロードのうえご準備ください。 

（２）説明会参加申込書について 

ア 提出方法 

 ・別紙様式１「水都大阪ビジョンの改定支援業務説明会参加申込書」を電子メールで提出してく

ださい。 

 ・申込み後、到着の有無を必ず電話で事務局に確認してください。 

水都大阪コンソーシアム 

 電話番号：０６－６２１０－９３１５ 

※確認時間は、午前９時から１２時１５分と午後１時から５時３０分までとします。 

イ 受付期間 

  令和７年２月２８日（金）正午まで《必着》 

  ウ 申込書提出先 

     水都大阪コンソーシアム 

電子メールアドレス：info@suito-osaka.jp   ＦＡＸ:０６－６６１５－６３００ 

    ※電子メールの「件名」に【説明会参加申込：水都大阪ビジョンの改定支援業務】と記載して

ください。 

 

７ 質問の取り扱い 

（１）受付方法 

ア 別紙様式２－１「水都大阪ビジョンの改定支援業務」質問票を電子メールで送信してください。 

イ 電子メールのみ受け付けます。口頭、電話、FAXでの質問は一切受け付けません。 

ウ また、共同企業体で応募する場合は、代表構成員がとりまとめて送信してください。 

エ 電子メールの「件名」に「【質問：水都大阪ビジョンの改定支援業務について】と記載して送信

してください。 

オ 補足資料等のファイルを添付する場合には、マイクロソフトワード形式、マイクロソフトエク

セル形式又はアドビ PDF形式としてください。なお、電子メールのサイズは 1MBを限度とします。 

  コンソーシアム以外の関係機関等に対する質問は直接行わないこと。必要に応じてコンソーシ

アムが取りまとめて確認を行います。 

カ 質問の送信後は、必ず到着の有無を電話で事務局に確認してください。 

電話番号：０６－６２１０－９３１５ 

※確認時間は、午前９時から１２時１５分と午後１時から５時３０分までとし、土曜日・日曜日・

祝日を除く。 

mailto:info@suito-osaka.jp


（２）質問受付期間 

   説明会終了後から令和７年３月７日（金）17時まで 

※受付期間以降の質問は、理由の如何を問わず受け付けません。 

（３）質問提出先 

   電子メールアドレス： info@suito-osaka.jp 

（４）質問の回答方法 

受け付けた質問の内容及び質問に対する回答は、別紙様式２－２「水都大阪ビジョンの改定支援

業務」質問と回答にとりまとめ、令和７年３月１２日（水）（予定）に、水都大阪コンソーシアム

ＨＰ「入札・契約情報」に掲載します。ただし、質問がない場合は掲載しません。 

https://www.suito-osaka.jp/business/bid/index.php 

（注）質問の個別対応は行いません。 

 

８ 提案にかかる提出書類及び提出方法 

（１）提出書類及び提出部数 

  ア 企画提案応募申請書（別紙様式３）：１部 

イ 提案書（別紙様式４－１ 正本）：１部、（別紙様式４－２ 副本）：１２部 

ウ 提案金額見積書（別紙様式５）：１部 

 ※内訳のみ写し１２部 

エ 業務担当予定者の経歴（別紙様式６）：１部 

オ 共同企業体での応募の場合は、上記ア～エに加え、次の書類も併せて提出：各１部 

(ア) 共同企業体届出書（別紙様式７）  

(イ) 共同企業体協定書（別紙様式８）  

(ウ) 委任状（別紙様式９）※構成員が支店等の場合のみ 

(エ) 使用印鑑届（別紙様式１０－１）※代表構成員が代表取締役の場合 

(オ) 使用印鑑届（別紙様式１０－２）※代表構成員が受任者の場合 

カ 添付書類：各１部 

(ア) 代表者の本籍地の市区町村が発行する身分証明書（禁治産者、準禁治産者、破産者でないこ

との証明）【※個人の場合のみ】 

(イ) 法務局が発行する成年後見登記に係る代表者の登記がされていないことの証明書（成年被後

見人、被保佐人、被補助人とする記録が無いことの証明）【※個人の場合のみ】 

(ウ) 登記事項全部証明書（登記簿謄本）（原本）【※法人の場合のみ】 

(エ) 大阪府域内に事務所がある場合、府税事務所が発行する未納のない証明書（原本） 

府の区域内に事務所を有しない場合、主たる事務所のある都道府県における最近１事業年度

の都道府県税、市（町村）税に係る徴収金について未納のない証明書（原本） 

(オ) 大阪市域内に事業所がある場合、３月末時点において納期が到来している、大阪市税に係る

徴収金を完納していることがわかる証明書 

（証明書が出ない場合は、領収書の写しに原本に相違ない旨の記載と「日付、代表者名」とと

もに、押印をお願いします。） 

(カ) 税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書（原本） 

(キ) 財務諸表の写し（１部：最近１カ年のもの、半期決算の場合は２期分） 

①貸借対照表、②損益計算書、③株主資本等変動計算書  

mailto:info@suito-osaka.jp


(ク) 事業実績に関する説明資料(任意様式：実施報告書等) 

 (注１)上記(ア)から(カ)については、発行日から３か月以内のものとします。 

(注２)共同企業体での応募の場合、上記(ア)から(カ)については構成員全てに係るものを提出し

てください。 

（２）提出方法 

提出期限までに（４）で示す「提出先」まで提出してください。お越しになる場合は、必ず事

前に時間調整をしてください。提出時には一切の質問に応じません。 

持参のほか郵送での提出を可としますが、配達までの送達過程の記録が確認できる簡易書留等

により提出してください。 

（３）提出受付日及び提出期限 

令和７年３月１３日（木）から３月２４日（月）までとする。郵送の場合は 16時必着、持参の

場合は 17時必着 

   提出後の資料追加、修正は一切認められません。 

（４）提出先 

〒559-8555 大阪市住之江区南港北１—１４—１６ 大阪府咲洲庁舎３８階 

      水都大阪コンソーシアム 

      電話番号 06-6210-9315   FAX：06-6615-6300   E-mail：info@suito-osaka.jp 

   ※受付時間は、午前９時から１２時１５分と午後１時から５時３０分までとし、土曜日・日曜日・祝

日を除く。 

※様式は、「水都大阪」ホームページ「入札・契約情報」からダウンロードが可能です。 

https://www.suito-osaka.jp/business/bid/index.php 

※提出いただいた書類は返却しませんので、あらかじめご了承願います。 

 

 【企画提案書等の作成上の注意】 

（１）記述内容 

 応募提案者の会社名等は、正本にのみ記入し、副本には会社名等応募提案者を類推できる記載

は行わないこと。これに反した場合、募集要項６失格事項オ「選定結果に影響を及ぼすおそれの

ある不正行為」とみなし、失格とすることがあります。 

造語・略語を使用する場合は、定義を分かり易く記述すること。また、専門用語を使用する場

合は、注釈を付けるなど、理解しやすいように配慮すること。 

（２）書式等 

企画提案書、及び応募提案金額見積書は、全てクリップ留めとし、ホチキス留めや製本等は行

わないこと。 

企画提案書及び応募提案金額見積書には、正本・副本共にページ番号を付すこと。 

指定様式以外の提出書類は日本工業規格Ａ列４番又はＡ列３番を用いて作成すること。 

Ａ列４番を両面印刷で作成する場合は、長辺綴じとすること。 

また、Ａ列３番を両面印刷で作成する場合は、短辺綴じとすること。 

言語は日本語を使用することとし、正確に記述すること。 

記載に当たっては、以下の項目について、文章、図面、イラスト、写真等でわかりやすく記載

すること。 

1. 企画審査項目 

mailto:info@suito-osaka.jp
https://www.suito-osaka.jp/business/bid/index.php


ア）現行水都大阪ビジョンをふまえ、本業務を実施するにあたっての基本的な考え方を記載

すること。 

イ）企画提案内容について、各項目に分けて記載すること。 

2. 事業運営力審査項目 

ア）運営体制、水都大阪コンソーシアムとの連絡体制、工程表を記載すること。 

イ）事業収支計画を記載すること。 

ウ）水辺のまちづくりに関する取り組みについての実績を記載すること。 

 

（３）企画提案書等の取り扱い 

１）著作権 

事業提案書類、その他応募者から提出された書類（以下、「事業提案書類等」という。）の

著作権は、応募者に帰属します。ただし、コンソーシアムが必要と認めるときは、事業提案

書類等の内容をコンソーシアムが無償で使用できるものとします。契約に至らなかった応募

者の事業提案書類等については、運営事業者の選定に係る本事業の公表の目的以外に原則使

用しません。 

２）提出書類の返却 

提出書類は返却しません。また、コンソーシアムが補正等を求める場合を除き、書類提出後

の差し替えは認めません。 

  なお、提出書類に虚偽の記載をした者は、本件への参加資格を失うものとします。 

３）その他 

当該募集の保留、延期又は取り止め若しくはその他募集に関する重要事項等を連絡する場合

には、「水都大阪」ホームページに掲載するので定期的に確認してください。 

なお、連絡事項の確認を行わなかったことにより、応募者が被った損害については、コンソ

ーシアムは一切の責めを負いません。 

 

 ※応募提案金額見積書の作成について 

  応募提案金額見積書は、次の点に留意のうえ作成し、提出すること。 

（１）応募提案金額見積書の様式等について 

応募提案金額見積書は別紙様式５により提出すること。内訳には、会社名等応募提案者を類推

できる記載は行わないこと。 

なお、今回の提案額がそのまま契約金額になるとは限りません。 

（２）応募提案金額見積書内訳の記載項目について 

応募提案金額見積書（別紙様式５）の内訳には次の項目について記載すること。 

ア 直接人件費 

イ 直接経費（有識者ヒアリング謝礼等を含む） 

ウ その他 

 

９ 審査の方法 

（１）事業者選定委員会によるプレゼンテーション審査 

  ア 応募提案者によるプレゼンテーションを実施し、事業者選定委員会が提案内容を審査します。

その審査結果を踏まえ、コンソーシアム事務局において契約候補者を決定します。 



 プレゼンテーション審査の日時は、令和７年３月２８日（金）午後を予定していますが、変更

になる場合があり、決定次第、応募者に、事前にお知らせします。 

 プレゼンテーション審査にはパワーポイント等の機材は使用できませんのでご了承ください。 

イ 審査後、契約締結までの間に契約候補者が失格となった場合には、次点の応募提案者を採用し

ます。 

  ウ 審査項目の基準点は全審査項目の合計点の６割とし、基準未満の場合は契約候補者及び次点者

として選定しません。 

エ プレゼンテーションの時間は、１応募提案者あたり概ね３０分程度（質疑応答含む）を予定し

ています。ただし、参加者数等により、時間が変更となることがあります。 

（２）その他 

  審査は非公開とし、審査内容に係る異議や質問は一切受け付けません。 

 

１０ 審査及び契約候補者の決定方法 

本件業務内容及び企画提案に求める内容、視点等をふまえ、最も優れた提案を行った者１者を選

定するため、次の審査項目及び配点に基づき採点します。 

   最高得点の応募提案者が２者以上の場合は受託金額が最も低額の者を契約候補者とします。 

なお、受託金額も同額である応募提案者が２者以上ある場合は、抽選により契約候補者を決定し

ます。 

 

  （審査項目及び配点） 

   

 

審 査 項 

目 

 

 

審 査 内 容 

 

配点 

業務内容に

関する提案

について 

（１）水都大阪のあり方や方向性の検討にあたっての考え方 

・現行の水都大阪の取り組み等を十分に理解し、水都大阪の課題

を踏まえた改定の方向性の提案ができているか。 

 

30点 

75点 

（２）（仮称）水都大阪ビジョン改定検討会への効果的な意見反

映の方法及び効率的な運営方法 

・水都大阪ビジョン改定版案について、とりまとめるまでの行程

等、具体的な提案ができているか。 

30点 

（３）業務の成果のとりまとめ 

・これまでの調査研究の経験、または、他の調査研究をもとに視

覚的にわかりやすい資料作成の有効な提案がなされているか。 

15点 

事業の実施

体制・スケ

ジュール 

・業務責任者が配置され、業務を確実かつ効果的に実施するため

に必要な知見、スキル、ノウハウ等を有した人員が配置されて

いるか。 

・スケジュールが現実的な工程となっているか。 

・調査の内容や調査収集した情報の管理などについて、コンプラ

20点 



イアンスの点から適切なものとなっているか。 

価 格 点 

価格点の算定式 

満点（5点）×提案価格のうち最低価格／自社の提案価格 

※上記算定式をもって算出した数値の小数点以下第 2 位を四捨

五入 

5点 

合    計 100点 

 

１１ 結果等の公表 

全応募提案者に通知します。また、次の内容について水都大阪コンソーシアムのホームページで

公表します。 

ア 契約候補者の名称、評価点及び選定理由（評価ポイント） 

イ 全応募提案者の名称（申込順） 

ウ 全応募提案者の評価点（得点順とします。応募提案者が２者の場合、次点の者の評価点は公表し

ません。） 

エ 事業者選定委員会委員の氏名 

オ 全体講評（議事の要旨） 

（水都大阪コンソーシアムホームページアドレス）http://suito-osaka.jp/ 

 

１２ 契約手続きについて 

(1) 契約候補者とコンソーシアムの間で、提案のあった内容について詳細を協議した上で契約を締結

します。その際、内容・金額について変更が生じる場合があります。 

(2) 契約金額の支払いについては、精算払いとします。 

(3) 契約に際して、大阪府暴力団排除条例第１１条第２項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者

でない旨の誓約書（別紙様式１１）を提出いただきます。誓約書を提出しないときは、コンソーシア

ムは契約を締結しません（契約金額が 500万円以上の場合は提出が必要です）。 

(4) 契約候補者が、契約候補者として決定した日から契約締結の日までの間において、大阪府公共工

事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けているとき、又は同要綱別表各

号に掲げる措置要件に該当するときは、契約を締結しません。 

(5) 契約候補者が、契約候補者として決定した日から契約締結の日までの間において、次のア又はイ

のいずれかに該当したときは、契約を締結しないことがあります。 

ア 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者又は同要綱別表各号に

掲げる措置要件に該当する者 

イ 大阪府又はコンソーシアムを当事者の一方とする契約に関し、入札談合等を行ったことにより

損害賠償の請求を受けた者 

(6) 契約相手方は、この契約の締結と同時に、契約金額の 100 分の５以上の額の契約保証金を納付し

なければなりません。 

ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができます。 

ア 国債又は地方債。この場合において、提供される担保の価値は額面金額又は登録金額による。 

イ 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区

とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において、提供される担保の価値は額面金額又

http://suito-osaka.jp/


は登録金額（発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格）の８割に相当する金

額による。 

ウ 銀行又はコンソーシアムが確実と認める金融機関（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに

関する法律（昭和 29年法律第 195号）第３条に規定する金融機関（銀行を除く。）をいう。以下

この項において同じ。）が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において、提供され

る担保の価値は小切手金額による。 

エ 銀行又はコンソーシアムが確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手

形。この場合において、提供される担保の価値は手形金額による。 

オ 銀行又はコンソーシアムが確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において、提

供される担保の価値は当該債権の証書に記載された債権金額による。 

カ 銀行又はコンソーシアムが確実と認める金融機関の保証。この場合において、提供される担保の

価値は保証書に記載された保証金額による。 

(7) (6)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除しま

す。 

ア この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約（保険金額は、契

約金額の 100分の５以上）を締結したとき。この場合においては、契約相手方は履行保証保険契

約の締結後、直ちにその保険証券をコンソーシアムに寄託しなければならない｡ 

イ 大阪府財務規則（昭和 55年大阪府規則第 48号）第６８条第３号に該当する場合における契約相

手方からの契約保証金免除申請書の提出（国、地方公共団体、独立行政法人通則法第二条第一項

に規定する独立行政法人、国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人、地方独立行政

法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人又は沖縄振興開発金融公庫と同種類及び同規

模（当該契約金額の７割以上）の契約履行実績が過去２年間で２件以上ある場合で、かつ、不履

行がないと認めるとき）。 

ウ 大阪府財務規則第６８条第６号に該当する場合。 

 

１３ その他 

(1)  提案に要する経費は応募提案者の負担とします。 

(2)  提案書等は返却致しません。 

(3)  提案書等は、当該募集に関する報告等に必要と認める場合及び条例等の規定による情報公開手続

きによる場合を除き、応募提案者の許可を得なければ公表しません。 

(4)  本件委託業務の受託者は、本件に関わる業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせること

はできません。 

(5) 契約候補者との間で、具体的事業内容及び契約内容について合意に達しない場合や、正当な理由

なく契約に応じない場合は、契約候補者としての選定を取り消して次点の者を新たな契約候補者

として採用することとします。 

(6) 契約締結後、「５ 失格事項」に該当すると認められた時は、契約を解除します。 

(7) 当該公募に係る重要事項が生じた際には、連絡事項としてホームページに掲載します。 

確認しなかったことによる提案者が被った損害について、コンソーシアムは一切の責めを 

負いません。 

  



 

水都大阪コンソーシアム公募型プロポーザル方式 応募提案・見積り心得 

 

（目 的） 

第１条 この心得は、水都大阪コンソーシアム（以下「コンソーシアム」という。）が行う公募型プロ

ポーザル方式による事業者の選定及び随意契約における企画・技術提案及び価格提案（以下「応

募提案」という。）並びに見積書の徴取その他の取り扱いについて、応募提案をしようとする者

（以下「応募提案者」という。）及び契約交渉の相手方として選定された事業者（以下「契約候補

者」という。）が守らなければならない事項を定めるものとする。 

 

（法令等の遵守） 

第２条 応募提案者及び契約候補者は、関係法令並びにこの心得を遵守しなければならない。 

 

（公正な応募提案の確保） 

第３条 応募提案者は、次に掲げる行為を行ってはならず、独自に応募提案の内容を決定しなければ

ならない。 

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54号。）及び刑法（明治

40年法律第 45号）等に抵触する行為を行うこと。 

(2) 他の応募提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。 

(3) 契約候補者の選定の前に、他の応募提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示すること。 

(4) 契約候補者の選定を行う選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めること。 

(5) 応募提案書類に虚偽の記載を行うこと。 

(6) その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

 

（募集要項等の熟知） 

第４条 応募提案者は、コンソーシアムの企画提案募集要項及び業務仕様書に記載された応募提案及

び契約締結に必要な条件を熟知のうえ、応募提案しなければならない。提案時に、募集要項及び

業務仕様書等について疑義があるときは、コンソーシアムが指定した方法によりコンソーシアム

に対し説明を求めることができる。 

 

(見積書の作成等） 

第５条 契約候補者は、コンソーシアムが指定した様式により見積書を作成し、記名押印の上、指定

した要件に基づき提出しなければならない。 

２ 見積書が、見積依頼書、その他の見積依頼において指定した日時までに到達しないときは、当

該見積書は無効とする。 

３ 見積書を提出した後は、訂正することはできない。 

４ 前各項の規定は、コンソーシアムが別に指示する場合は、適用しない。 

 

（見積りの辞退） 

第６条 契約候補者は、第 10条の規定による契約の相手方決定に至るまでは、コンソーシアムの承

認を得て、見積りを辞退することができる。 



２ 契約候補者は、見積りを辞退しようとするときは、コンソーシアムが指定した様式により見積

り辞退承認申請書を作成し、コンソーシアムへ提出するものとする。（なお、応募提案者が、期限

までに提案書等の提出をしない場合は、応募提案者とならないので、辞退のための申出は不要で

ある。） 

３ 見積りを辞退した者は、これを理由として以後の入札及び公募型プロポーザル等への参加につ

いて不利益な扱いを受けない。 

 

（見積りの取り止め等） 

第７条 契約候補者が第２条又は第３条の規定に抵触する疑いがあるとコンソーシアムが認めると

きは、契約の相手方としないことがある。 

２ 前項の場合において、コンソーシアムが調査を行うときは、契約候補者は当該調査に協力しな

ければならない。 

 

（見積書の再作成） 

第８条 契約候補者が提案上限金額以内の見積りをした場合であっても、再度、見積書の作成を依頼

することがある。 

２ 前項の場合において、見積書の再作成の依頼を受けた契約候補者が辞退した場合にあっても、

これを理由として以後の入札及び公募型プロポーザル等への参加について不利益な扱いを受け

ない。 

 

（見積書の無効） 

第９条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。 

(1) 契約候補者以外の者がした見積り 

(2) 指定した日時、場所に提出されなかった見積り 

(3) 記名押印を欠く見積り 

(4) 金額を訂正した見積り、又は金額の記載の不鮮明な見積り 

(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である見積り 

(6) 虚偽その他不正行為により行ったと認められる見積り 

(7) コンソーシアムから示した条件以外の条件を付した見積り 

(8) 前各号に掲げるもののほか、この心得に違反した見積り 

 

（契約の相手方の決定） 

第１０条 契約候補者が提案上限金額の範囲内で適正と認めた見積書を提出した場合は、その者を契

約の相手方とする。 

  ２  前項による契約候補者が契約の相手方とならなかった場合において、次点者がいる場合は、第

５条から第 9条前項までの規定を準用する。 

 

（契約の手続き） 

第１１条 前条の規定により契約の相手方となった者（以下「契約相手方」という。）は、速やかに契

約の手続きを開始しなければならない。 

 



（契約書等の提出） 

第１２条 契約相手方は、コンソーシアムから交付された契約書に記名押印し、これをコンソーシア

ムに提出しなければならない。 

２ 記名押印した契約書を提出しないときは、契約相手方としての資格を失う。 

 

（異議の申立） 

第１３条 契約候補者は、見積書提出後、この心得、仕様書等についての不明等を理由として異議を

申し立てることはできない。 

 

（その他） 

第１４条 その他公募型プロポーザル方式に関する応募提案及び見積りに際しては、コンソーシアム

の指示に従うこと。 



（様式） 

 

 

見  積  書 

  年  月  日 

 

水都大阪コンソーシアム 委員長 

 

所在地 

商号又は名称 

    氏名又は代表者名               印 

 

 水都大阪コンソーシアム公募型プロポーザル方式 応募提案・見積り心得及び契約書の各条項並びに

仕様書等を熟知のうえ、下記のとおり見積りします。 

 

記 

 

 

案件名称                                   

 

  億 千 百 拾 万 千 百 拾 一   

 

合計金額          円 

 

 

   （注） 見積書に記載された金額は、契約希望金額の１００／１１０に相当する 

      金額である。 

       金額を訂正しないこと。 

       金額記載の文字はアラビア字体とすること。 

       金額の頭に￥記号をつけること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式） 

 

 

見積り辞退承認申請書 

  年  月  日 

 

水都大阪コンソーシアム 委員長 

 

所在地 

商号又は名称 

氏名又は代表者名               印 

 

 次の理由により見積りを辞退いたしたく、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

 

１ 案件名称                                   

 

 

 ２ 辞退の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


